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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年３月 30 日開催予定の第 70 期定時株主総会に、下

記のとおり定款一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 
１．変更の理由 

  当社の発行可能株式総数は、２億２千７百万株でありますが、平成 22 年 12 月 31 日現在の発行済

株式の総数は、9,754 万 646 株となっております。将来における事業規模の拡大などに伴う機動的な

資本政策を遂行した場合、現行の発行可能株式総数では、当社が導入しております買収防衛策におけ

る対抗措置のひとつとして新株予約権の無償割当てを行う場合に、実効性が確保できないおそれがあ

ります。 

   そこで、資本政策を遂行する場合の発行可能株式総数は現行の２億２千７百万株で十分足りますが、

買収防衛策の実効性確保の観点から発行可能株式総数を３億株に変更したいと存じます。 

  なお、本日別途公表いたしました「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）一部変

更について」もご参照下さい。 

 
２．変更の内容 

  現行定款および変更案は次のとおりであります。 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株 式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２億２千

７百万株とする。 

第２章 株 式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、３億株と

する。 

 
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日    平成 23 年３月 30 日（水曜日） 

  定款変更の効力発生日         平成 23 年３月 30 日（水曜日） 

 

以上 


